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令和５年８月２２日（追完）令和５年９月１６日 

地域密着型サービス運営推進会議代替資料の公表 

厚生労働省令第３４号（平成１８年３月１４日）第１０８条の規定に基づ

き、運営推進会議を開催するところ、新型コロナウイルス感染症の流行を理由

として令和２年２月２７日に面会謝絶を決定、以降継続中であること、あわせ

てこの会議を中止しているため、開催の際に配布する予定であった資料を公表

し、開催に代えます。 

千葉県長生郡白子町幸治３０７９番地３ 

設置主体）株式会社 相 生 

代表者）代表取締役 萩原 将之 

 

サービスの定義
介護保険法
第８条第20項

要介護者であって認知症であるもの（その者の認知症の原因となる疾
患が急性の状態にある者を除く。）について、その共同生活を営むべ
き住居において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の
世話及び機能訓練を行うことをいう。

事業所の名称 ゆうなぎ九十九里

事業所と事業主体の概要

事業主体
〒２９９－４２１６　千葉県長生郡白子町幸治３０７９番地３
（商　号）株式会社　相　生（かぶしきがいしゃそうせい）
電話０４７５（３６）５７１１ ＦＡＸ０４７５（３６）５７１２

開設年月日

共同生活住居

利用定員

平成１７年１０月　１日開設、利用定員９人（一番館）
平成２３年　４月　１日開設、利用定員９人（二番館）

サービスの種類
認知症対応型共同生活介護
（通称：グループホーム、認知症高齢者グループホーム）
介護保険事業所番号１２７５９００２１３

所在地 〒２８３－０１０２千葉県山武郡九十九里町小関２３１６番地１
電話０４７５（７０）７３３３ ＦＡＸ０４７５（７０）７３３５
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１．入居者情報 

 

当町２名、７月に入居。 

 

② 要介護度等～前回当会議開催時とほぼ変化はない。 
当ホームをして最大の課題は、面会交流、外出等について、依然として慎

重にならざるを得ず、日常生活を通じたリハビリテーションに支障を来た

している。当ホームをして、制限下において、ＡＤＬの維持改善を図る妙

手はなく、当ホーム一番館二番館間の往来を積極的に推奨するほか、二番

館においては２階建で２階居室を利用している入居している入居者にあっ

ては、階段の昇降を積極的に推奨するなどしている。 
※この項、前回資料と同一記述 

高齢者の認知機能低下、8 割の施設で コロナ制限影響か～

日本経済新聞（2022.06.25WEB）

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE069J50W2A600C2000000/ 

（当該記事 QR コード） 
 

保険者 当町 長生郡白子町 茂原市 合計

人数 15 2 1 18

増減 2 2

① 保険者等

前回会議時点（6月22日）16

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE069J50W2A600C2000000/
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２．新型コロナウイルス感染症について 

（１）当ホーム、クラスター感染事象の発生 

 

なお、当社ＷＥＢサイトに公表第１報から号外まで掲載。詳細は当社ＷＥＢサ

イトを閲覧されたい。また、当社が経営管理する同種僚施設、長生郡白子町所

在のゆうなぎ白子にあっては、同様事象の発生をみていない。両施設ともに当

社が経営管理しており、両施設間を往来する役職員もあることから、ゆうなぎ

白子において同様事象の発生をみなかったことは、不幸中の幸いであった。 

（２）新型コロナウイルス感染症の５類感染症移行（５月８日以降） 

① 当ホーム、当社経営管理の同種僚施設、ゆうなぎ白子ともに、引

き続き、令和５年７月２９日付無期限の面会謝絶等を要請した件

を継続。但し、面会については、例外なき謝絶を強いることはせ
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ずに、事前に面会予約を要請し、個別の事案毎について検討、屋

外や感染対策をした面会室を用いて、要望に応じていきたい。 

② 役職員のマスク着用については例外なく解除しない。当ホームの

マスク着用の考え方については後述。 

（３）本年３月１３日以降のマスクの着用の考え方について 

国（厚生労働省）が既に発出の「令和５年３月１３日以降のマスクの

着用の考え方について」を踏襲する（末尾参照）。 

 

３．次回運営推進会議の開催日程（開催見送り） 

通常であれば、令和５年度運営推進会議の第４回は、１０月２３日（月）１３時

３０分から予定するところ、開催は見送り、今回と同様に、開催の際に配布する

予定であった資料を公表し、開催に代えることとする。 

以上 

 
 

 

 

～令和 5年 3月 13 日以降のマスク着用の考え方について～ 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kansentaisaku_00001.html 

＜着用が効果的な場面＞
〇高齢者など重症化リスクの高い方への感染を防ぐため、下記の場面では、マスクの着用を推奨します。
・医療機関を受診する時
・高齢者など重症化リスクの高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設などへ訪問する時

＜医療機関や高齢者施設などの対応＞
○高齢者など重症化リスクの高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設などの従事者の方は、勤務中のマスクの着用を推奨して
います。
※マスクの着用は個人の判断に委ねられるものではありますが、事業者が感染対策上又は事業上の理由等により、利用者又は従業員にマ
スクの着用を求めることは許容されます。（出典：厚生労働省　令和5年3月13日以降のマスク着用の考え方について）

本件のお問合せ先 

事業主体）株式会社 相 生 代表者）代表取締役 萩原 将之 

電話 0475-36-5711 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kansentaisaku_00001.html
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ゆうなぎ九十九里、運営推進会議録
掲載サイト（ワムネット、ワムネッ
ト、ゆうなぎ九十九里の評価掲載当
該サイトへのリンクあり）

ゆうなぎ九十九里

QRコード弊社WEBサイト

ゆうなぎ九十九里、ゆうなぎ白子
弊社の詳細は、こちら

ワムネット、ゆうなぎ九十九里の評
価掲載当該サイト

QRコードワムネット


